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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　所定の通信可能領域を有する基地局と、該通信可能領域に属している場合に前記基地局
と通信を行う移動端末とを含み、前記基地局と前記移動端末とは、複数の移動端末に共通
して使用される共通チャネルと、移動端末毎に個別に設定される個別チャネルとによって
通信を行い、前記移動端末は、個別チャネルにおけるデータ転送チャネルの受信品質に基
づいて前記基地局における送信電力を変更させる送信電力制御を行う移動体通信システム
であって、
　前記移動端末は、
　前記共通チャネルのうち所定符号が連続送信されるチャネルの受信品質を測定する共通
チャネル受信品質測定手段と、
　前記基地局との接続手順において、無線リソース制御が確立した状態であって、無線ベ
アラが確立されていない場合に、個別チャネルにおけるデータ転送チャネルが設定されて
おらず、個別チャネルにおける制御チャネルでのみ制御情報が送受信されているスタンド
アローン通信状態を検出するスタンドアローン状態検出手段と、
　前記スタンドアローン状態検出手段によって前記スタンドアローン通信状態が検出され
ている場合に、前記共通チャネル受信品質測定手段によって測定された共通チャネルの受
信品質に基づいて、前記基地局における送信電力を変更させる共通チャネル対応送信電力
制御を行うスタンドアローン時送信電力制御手段とを備え、
　前記基地局は、前記移動端末によって行われる送信電力制御に応じて、該移動端末に対
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する個別チャネルの送信電力を変更することを特徴とする移動体通信システム。
【請求項２】
　前記共通チャネル受信品質測定手段は、前記共通チャネルとして共通パイロットチャネ
ルの受信品質を測定することを特徴とする請求項１に記載の移動体通信システム。
【請求項３】
　前記共通チャネル受信品質測定手段は、前記共通チャネルの受信品質として、受信ＲＳ
ＣＰを測定することを特徴とする請求項１または２に記載の移動体通信システム。
【請求項４】
　前記共通チャネル受信品質測定手段は、前記共通チャネルの受信品質として、受信Ｅｃ
／Ｎ０を測定することを特徴とする請求項１または２に記載の移動体通信システム。
【請求項５】
　前記共通チャネル受信品質測定手段は、前記共通チャネルの受信品質として、受信誤り
率を測定することを特徴とする請求項１または２に記載の移動体通信システム。
【請求項６】
　前記共通チャネル受信品質測定手段は、前記共通チャネルの受信品質として、受信ＳＩ
Ｒを測定することを特徴とする請求項１または２に記載の移動体通信システム。
【請求項７】
　前記スタンドアローン通信状態が検出された際の前記共通チャネル受信品質測定手段に
よる測定結果を記憶する共通チャネル受信品質記憶手段をさらに備え、
　前記スタンドアローン時送信電力制御手段は、共通チャネル受信品質記憶手段によって
記憶されている測定結果と、前記共通チャネル受信品質測定手段が以後に測定する測定結
果とを比較し、その比較結果に基づいて、送信電力制御を行うことを特徴とする請求項１
から６のいずれか１項に記載の移動体通信システム。
【請求項８】
　所定の通信可能領域を有する基地局と、該通信可能領域に属している場合に前記基地局
と通信を行う移動端末とを含み、前記基地局と前記移動端末とは、複数の移動端末に共通
して使用される共通チャネルと、移動端末毎に個別に設定される個別チャネルとによって
通信を行い、前記移動端末は、個別チャネルにおけるデータ転送チャネルの受信品質に基
づいて前記基地局における送信電力を変更させる送信電力制御を行う移動体通信システム
における移動端末であって、
　前記共通チャネルのうち所定符号が連続送信されるチャネルの受信品質を測定する共通
チャネル受信品質測定手段と、
　前記基地局との接続手順において、無線リソース制御が確立した状態であって、無線ベ
アラが確立されていない場合に、個別チャネルにおけるデータ転送チャネルが設定されて
おらず、個別チャネルにおける制御チャネルでのみ制御情報が送受信されているスタンド
アローン通信状態を検出するスタンドアローン状態検出手段と、
　前記スタンドアローン状態検出手段によって前記スタンドアローン通信状態が検出され
ている場合に、前記共通チャネル受信品質測定手段によって測定された共通チャネルの受
信品質に基づいて、前記基地局における送信電力を変更させる共通チャネル対応送信電力
制御を行うスタンドアローン時送信電力制御手段と、を備えることを特徴とする移動端末
。
【請求項９】
　所定の通信可能領域を有する基地局と、該通信可能領域に属している場合に前記基地局
と通信を行う移動端末とを含み、前記基地局と前記移動端末とは、複数の移動端末に共通
して使用される共通チャネルと、移動端末毎に個別に設定される個別チャネルとによって
通信を行い、前記移動端末は、個別チャネルにおけるデータ転送チャネルの受信品質に基
づいて前記基地局における送信電力を変更させる送信電力制御を行う移動体通信システム
における移動端末の制御プログラムであって、
　前記共通チャネルのうち所定符号が連続送信されるチャネルの受信品質を測定する共通
チャネル受信品質測定機能と、
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　前記基地局と前記移動端末との接続手順において、無線リソース制御が確立した状態で
あって、無線ベアラが確立されていない場合に、個別チャネルにおけるデータ転送チャネ
ルが設定されておらず、個別チャネルにおける制御チャネルでのみ制御情報が送受信され
ているスタンドアローン通信状態を検出するスタンドアローン状態検出機能と、
　前記スタンドアローン状態検出機能によって前記スタンドアローン通信状態が検出され
ている場合に、前記共通チャネル受信品質測定機能によって測定された共通チャネルの受
信品質に基づいて、前記基地局における送信電力を変更させる共通チャネル対応送信電力
制御を行うスタンドアローン時送信電力制御機能と、をコンピュータに実現させることを
特徴とする制御プログラム。
【請求項１０】
　所定の通信可能領域を有する基地局と、該通信可能領域に属している場合に前記基地局
と通信を行う移動端末とを含み、前記基地局と前記移動端末とは、複数の移動端末に共通
して使用される共通チャネルと、移動端末毎に個別に設定される個別チャネルとによって
通信を行い、前記移動端末は、個別チャネルにおけるデータ転送チャネルの受信品質に基
づいて前記基地局における送信電力を変更させる送信電力制御を行う移動体通信システム
における送信電力制御方法であって、
　前記移動端末において、
　前記共通チャネルのうち所定符号が連続送信されるチャネルの受信品質を測定する共通
チャネル受信品質測定ステップと、
　前記基地局と前記移動端末との接続手順において、無線リソース制御が確立した状態で
あって、無線ベアラが確立されていない場合に、個別チャネルにおけるデータ転送チャネ
ルが設定されておらず、個別チャネルにおける制御チャネルでのみ制御情報が送受信され
ているスタンドアローン通信状態を検出するスタンドアローン状態検出ステップと、
　前記スタンドアローン状態検出ステップにおいて前記スタンドアローン通信状態が検出
されている場合に、前記共通チャネル受信品質測定ステップにおいて測定された共通チャ
ネルの受信品質に基づいて、前記基地局における送信電力を変更させる共通チャネル対応
送信電力制御を行うスタンドアローン時送信電力制御ステップと、
　前記基地局において、
　前記移動端末によって行われる送信電力制御に応じて、該移動端末に対する個別チャネ
ルの送信電力を変更する送信電力変更ステップとを含むことを特徴とする送信電力制御方
法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、移動端末に通信サービスを提供する移動体通信システム、移動体通信システ
ムにおける移動端末、その制御プログラムおよび移動体通信システムにおける送信電力制
御方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、多元接続方式としてＷ－ＣＤＭＡ（Wideband-Code Division Multiple Access）
を用いた移動体通信システムが利用されるようになっている。
　Ｗ－ＣＤＭＡを用いた移動体通信システム（以下、適宜「Ｗ－ＣＤＭＡ無線システム」
という。）においては、通信品質を所定レベルに維持するために、トランスミッションパ
ワーコントロール（送信電力制御）を実施している。
　また、各種環境下において、より安定的に通信品質を維持するため、トランスミッショ
ンパワーコントロールとして、インナーループコントロールおよびアウターループコント
ロールからなる２重ループ構造の閉ループトランスミッションパワーコントロールを行う
場合がある。
【０００３】
　図３は、２重ループ構造の閉ループトランスミッションパワーコントロールの概念を示
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す模式図である。
　図３に示すように、２重ループ構造の閉ループトランスミッションパワーコントロール
では、インナーループコントロールにおいて、移動端末（ＵＥ）における受信無線信号の
信号対干渉雑音比（受信ＳＩＲ：Signal to Interference Ratio）が目標とする受信ＳＩ
Ｒ（目標ＳＩＲ）と一致するように、対向する基地局に対して送信電力を増減させる指示
を行う。また、アウターループコントロールにおいて、移動端末におけるユーザデータの
受信ブロック誤り率（受信ＢＬＥＲ：Block Error Rate）が目標とする受信ＢＬＥＲ（目
標ＢＬＥＲ）と一致するように、インナーループコントロールにおける目標ＳＩＲを増減
させる。
【０００４】
　ここで、３ＧＰＰ　２５．２１２Ａｎｎｅｘ－Ａに規定されているような、ブラインド
トランスポートフォーマット検出（Blind transport format detection）を用いるスタン
ドアローン通信状態（ＳｔａｎｄＡｌｏｎｅ－ＤＣＣＨ状態）においては、ＤＣＣＨのみ
が設定され、ＤＴＣＨは未設定の状態となる。
　具体的には、移動端末において、ＩＤＬＥ状態から発信ボタンが押下されると、基地局
との間で行われる接続手順の中で、無線リソース制御（ＲＲＣ：Radio Resource Control
）が確立した状態となる。このとき、個別物理チャネルとしては、ＤＣＣＨのみが設定さ
れており、ＤＴＣＨは設定されていない状態である。また、移動端末は、ＤＣＣＨを対象
としてブラインドトランスポートフォーマット検出を行っている。
　そして、引き続く接続手順の中で、無線ベアラ（ＲＡＢ：Radio Access Bearer）の確
立が行われる。
【０００５】
　すると、ＤＣＣＨに加えてＤＴＣＨが設定され、接続手順が完了する。
　この接続手順において、ＤＣＣＨのみが設定され、ＤＴＣＨが未設定である状態が、上
記スタンドアローン通信状態である。
　このスタンドアローン通信状態においては、ＣＲＣ（Cyclic Redundancy Check）が送
信されないことから、受信信号におけるＢＬＥＲが算出できないこととなる。つまり、移
動端末では、常にデータを待ち受け、ＣＲＣの結果がＯＫである場合にデータありと判断
し、受信データをデコードするという処理を行っていることから、ＤＴＣＨが設定されて
いない場合には、ＣＲＣの結果を判定できない状態となる。その結果、ＢＬＥＲの測定も
行えないこととなる。
【０００６】
　すると、受信ＢＬＥＲと目標ＢＬＥＲとを一致させる上記アウターループコントロール
が行えない事態が発生する。
　このような事態に対し、スタンドアローン通信状態における目標ＳＩＲの決定方法とし
て、予め定めた特定の目標ＳＩＲ値をＳｔａｎｄＡｌｏｎｅ－ＤＣＣＨ区間で固定的に用
いる方法や（特許文献１参照）、制御用個別物理チャネル（ＤＰＣＣＨ）におけるパイロ
ット信号の受信データ誤り率を基に目標ＳＩＲを決定する方法（特許文献２参照）が提案
されている。
【特許文献１】特開２００３－３１８８１８号公報
【特許文献２】特開２００４－２７４１１７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、アウターループコントロールにおける目標ＳＩＲとして予め定めた固定
値を用いた場合、目標ＳＩＲが変更されないことから、受信品質が低下しているにもかか
わらず、一定以上の電力を要求しないこととなり、データの送受信に失敗する事態が発生
したり、反対に、受信品質が向上しているにもかかわらず、過剰な送信電力を要求するこ
ととなり、消費電力の増大や他の通信への干渉を生じる事態が発生したりする。
　また、制御用個別物理チャネルにおけるパイロット信号の受信データ誤り率を基に目標
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ＳＩＲを決定する場合、制御用個別物理チャネル（ＤＰＣＣＨ）のパイロット信号は離散
的に送信されるものであり、情報量が限られるため、設定される目標ＳＩＲが適切な値に
ならない場合がある。
【０００８】
　ここで、アウターループコントロールによるＳｔａｎｄＡｌｏｎｅ－ＤＣＣＨ区間の目
標ＳＩＲ更新方法として、制御情報が存在しない場合にも、ＣＲＣのみを付与した信号を
基地局から移動端末に送信し、個別チャネルのＢＬＥＲを測定する方法も考えられるが、
制御情報が存在しないにもかかわらず信号を送信することで、無用な電力を消費すること
となり、また、ＳｔａｎｄＡｌｏｎｅ－ＤＣＣＨの状況下におけるブラインドトランスポ
ートフォーマット検出のＣＲＣチェック回数は、１回のＣＲＣチェックで完了していたと
ころが２倍に増加することとなる。
【０００９】
　このように、スタンドアローン通信状態においてブラインドトランスポートフォーマッ
ト検出が用いられている場合に、通信状況に応じて適確な送信電力制御を行うことは困難
であった。
　本発明の課題は、スタンドアローン通信状態においてブラインドトランスポートフォー
マット検出が用いられている場合に、通信状況に応じて適確な送信電力制御を行うことで
ある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　以上の課題を解決するため、本発明は、所定の通信可能領域を有する基地局と、該通信
可能領域に属している場合に前記基地局と通信を行う移動端末とを含み、前記基地局と前
記移動端末とは、複数の移動端末に共通して使用される共通チャネル（例えば、Ｗ－ＣＤ
ＭＡ無線システムにおけるＣＰＩＣＨ）と、移動端末毎に個別に設定される個別チャネル
（例えば、Ｗ－ＣＤＭＡ無線システムにおけるＤＣＨ）とによって通信を行い、前記移動
端末は、個別チャネルにおけるデータ転送チャネル（例えば、Ｗ－ＣＤＭＡ無線システム
におけるＤＴＣＨ）の受信品質に基づいて前記基地局における送信電力を変更させる送信
電力制御を行う移動体通信システムであって、前記移動端末は、前記共通チャネルのうち
所定符号が連続送信されるチャネルの受信品質を測定する共通チャネル受信品質測定手段
（例えば、図１の共通チャネル品質測定部２２）と、前記基地局との接続手順において、
無線リソース制御が確立した状態であって、無線ベアラが確立されていない場合に、個別
チャネルにおけるデータ転送チャネルが設定されておらず、個別チャネルにおける制御チ
ャネル（例えば、Ｗ－ＣＤＭＡ無線システムにおけるＤＣＣＨ）でのみ制御情報が送受信
されているスタンドアローン通信状態であるか否かを検出するスタンドアローン状態検出
手段（例えば、図２に示すフローチャートを実行する図１の制御部２４）と、前記スタン
ドアローン状態検出手段によって前記スタンドアローン通信状態が検出されている場合に
、前記共通チャネル受信品質測定手段によって測定された共通チャネルの受信品質に基づ
いて、前記基地局における送信電力を変更させる共通チャネル対応送信電力制御（例えば
、図２の共通チャネル対応送信電力制御）を行うスタンドアローン時送信電力制御手段（
例えば、図２に示すフローチャートを実行する図１の制御部２４）とを備え、前記基地局
は、前記移動端末によって行われる送信電力制御に応じて、該移動端末に対する個別チャ
ネルの送信電力を変更することを特徴としている。
【００１１】
　また、本発明は、所定の通信可能領域を有する基地局と、該通信可能領域に属している
場合に前記基地局と通信を行う移動端末とを含み、前記基地局と前記移動端末とは、複数
の移動端末に共通して使用される共通チャネルと、移動端末毎に個別に設定される個別チ
ャネルとによって通信を行い、前記移動端末は、個別チャネルにおけるデータ転送チャネ
ルの受信品質に基づいて前記基地局における送信電力を変更させる送信電力制御を行う移
動体通信システムにおける移動端末であって、前記共通チャネルのうち所定符号が連続送
信されるチャネルの受信品質を測定する共通チャネル受信品質測定手段と、前記基地局と
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の接続手順において、無線リソース制御が確立した状態であって、無線ベアラが確立され
ていない場合に、個別チャネルにおけるデータ転送チャネルが設定されておらず、個別チ
ャネルにおける制御チャネルでのみ制御情報が送受信されているスタンドアローン通信状
態であるか否かを検出するスタンドアローン状態検出手段と、前記スタンドアローン状態
検出手段によって前記スタンドアローン通信状態が検出されている場合に、前記共通チャ
ネル受信品質測定手段によって測定された共通チャネルの受信品質に基づいて、前記基地
局における送信電力を変更させる共通チャネル対応送信電力制御を行うスタンドアローン
時送信電力制御手段とを備えることを特徴としている。
【００１２】
　また、本発明は、所定の通信可能領域を有する基地局と、該通信可能領域に属している
場合に前記基地局と通信を行う移動端末とを含み、前記基地局と前記移動端末とは、複数
の移動端末に共通して使用される共通チャネルと、移動端末毎に個別に設定される個別チ
ャネルとによって通信を行い、前記移動端末は、個別チャネルにおけるデータ転送チャネ
ルの受信品質に基づいて前記基地局における送信電力を変更させる送信電力制御を行う移
動体通信システムにおける移動端末の制御プログラムであって、前記共通チャネルのうち
所定符号が連続送信されるチャネルの受信品質を測定する共通チャネル受信品質測定機能
と、前記基地局との接続手順において、無線リソース制御が確立した状態であって、無線
ベアラが確立されていない場合に、個別チャネルにおけるデータ転送チャネルが設定され
ておらず、個別チャネルにおける制御チャネルでのみ制御情報が送受信されているスタン
ドアローン通信状態であるか否かを検出するスタンドアローン状態検出機能と、前記スタ
ンドアローン状態検出機能によって前記スタンドアローン通信状態が検出されている場合
に、前記共通チャネル受信品質測定機能によって測定された共通チャネルの受信品質に基
づいて、前記基地局における送信電力を変更させる共通チャネル対応送信電力制御を行う
スタンドアローン時送信電力制御機能と、をコンピュータに実現させることを特徴として
いる。
【００１３】
　また、本発明は、所定の通信可能領域を有する基地局と、該通信可能領域に属している
場合に前記基地局と通信を行う移動端末とを含み、前記基地局と前記移動端末とは、複数
の移動端末に共通して使用される共通チャネルと、移動端末毎に個別に設定される個別チ
ャネルとによって通信を行い、前記移動端末は、個別チャネルにおけるデータ転送チャネ
ルの受信品質に基づいて前記基地局における送信電力を変更させる送信電力制御を行う移
動体通信システムにおける送信電力制御方法であって、前記移動端末において、前記共通
チャネルのうち所定符号が連続送信されるチャネルの受信品質を測定する共通チャネル受
信品質測定ステップと、前記基地局との接続手順において、無線リソース制御が確立した
状態であって、無線ベアラが確立されていない場合に、個別チャネルにおけるデータ転送
チャネルが設定されておらず、個別チャネルにおける制御チャネルでのみ制御情報が送受
信されているスタンドアローン通信状態であるか否かを検出するスタンドアローン状態検
出ステップと、前記スタンドアローン状態検出ステップにおいて前記スタンドアローン通
信状態が検出されている場合に、前記共通チャネル受信品質測定ステップにおいて測定さ
れた共通チャネルの受信品質に基づいて、前記基地局における送信電力を変更させる共通
チャネル対応送信電力制御を行うスタンドアローン時送信電力制御ステップと、前記基地
局において、前記移動端末によって行われる送信電力制御に応じて、該移動端末に対する
個別チャネルの送信電力を変更する送信電力変更ステップとを含むことを特徴としている
。
【００１４】
　これらの発明によれば、共通チャネルの受信品質が測定され、スタンドアローン通信状
態となった場合に、共通チャネルのうち所定符号が連続送信されるチャネルの受信品質に
応じて基地局における送信電力を変更させる共通チャネル対応送信電力制御が行われる。
　したがって、スタンドアローン通信状態においてブラインドトランスポートフォーマッ
ト検出が用いられている場合にも、移動端末の受信状況に合わせた送信電力制御を行うこ
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とができ、通信状況の変化に応じて適確な送信電力制御を行うことが可能となる。
【００１５】
　また、前記スタンドアローン状態検出手段は、無線リソース制御が確立した状態であっ
て、無線ベアラが確立されていない場合に、前記スタンドアローン通信状態を検出するこ
とを特徴としている。
　したがって、無線リソース制御（ＲＲＣ：Radio Resource Control）が確立した後、無
線ベアラ（ＲＡＢ：Radio Access Bearer）が確立するまで期間を、スタンドアローン通
信状態として確実に検出することができる。
　なお、移動端末において、無線ベアラが確立されているか否かは、接続手順において基
地局から送信される無線ベアラ設定情報（Radio Bearer Setup信号）を受信したか否かに
よって判定することができる。
　また、前記共通チャネル受信品質測定手段は、前記共通チャネルとして共通パイロット
チャネルの受信品質を測定することを特徴としている。
【００１６】
　この共通パイロットチャネルは、常に各移動端末にブロードキャスト送信され、移動端
末において基地局の時間基準を測定するために用いられるものであり、符号拡散が行われ
ていないことから移動端末において容易に捕捉可能である。そのため、個別チャネルがス
タンドアローン通信状態となり、個別チャネルの受信品質を測定できない場合に、恒常的
に受信状態を示す基準とできる共通パイロットチャネルを使用して、個別チャネルの受信
品質を適確に推定することが可能となる。
【００１７】
　また、前記共通チャネル受信品質測定手段は、前記共通チャネルの受信品質として、受
信ＲＳＣＰを測定することを特徴としている。
　したがって、通常測定されているパラメータを利用して簡単かつ低コストに共通チャネ
ルの受信品質を判定することができる。
　また、前記共通チャネル受信品質測定手段は、前記共通チャネルの受信品質として、受
信Ｅｃ／Ｎ０を測定することを特徴としている。
　したがって、通常算出されているパラメータを利用して簡単かつ低コストに共通チャネ
ルの受信品質を判定することができる。
　また、前記共通チャネル受信品質測定手段は、前記共通チャネルの受信品質として、受
信誤り率を測定することを特徴としている。
　したがって、通常測定されているパラメータを利用して簡単かつ低コストに共通チャネ
ルの受信品質を判定することができる。
【００１８】
　また、前記共通チャネル受信品質測定手段は、前記共通チャネルの受信品質として、受
信ＳＩＲを測定することを特徴としている。
　したがって、送信電力制御において受信品質を判定するために通常用いられるパラメー
タによって共通チャネルの受信品質を判定することができる。
　また、前記スタンドアローン通信状態が検出された際の前記共通チャネル受信品質測定
手段による測定結果を記憶する共通チャネル受信品質記憶手段をさらに備え、
　前記スタンドアローン時送信電力制御手段は、共通チャネル受信品質記憶手段によって
記憶されている測定結果と、前記共通チャネル受信品質測定手段が以後に測定する測定結
果とを比較し、その比較結果に基づいて、送信電力制御を行うことを特徴としている。
　したがって、通信状況の変化をより適確に反映して送信電力制御を行うことが可能とな
る。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明によれば、スタンドアローン通信状態においてブラインドトランスポートフォー
マット検出が用いられている場合にも、移動端末の受信状況に合わせた送信電力制御を行
うことができ、通信状況の変化に応じて適確な送信電力制御を行うことが可能となる。



(8) JP 4981636 B2 2012.7.25

10

20

30

40

50

【発明を実施するための最良の形態】
【００２０】
　以下、図を参照して本発明を適用したＷ－ＣＤＭＡ無線システムの実施の形態を説明す
る。
　図１は、本発明に係るＷ－ＣＤＭＡ無線システム１における基地局および移動端末を示
す概略図である。
　図１において、Ｗ－ＣＤＭＡ無線システム１には、基地局１０と、移動端末２０とが含
まれている。
　基地局１０は、Ｗ－ＣＤＭＡを用いた移動体通信システムにおける基地局機能を備えて
いる。
　具体的には、基地局１０は、基地局１０の通信可能領域にある移動端末２０とＷ－ＣＤ
ＭＡに基づく通信を確立し、共通パイロットチャネル（ＣＰＩＣＨ）、共通制御物理チャ
ネル（ＣＣＰＣＨ）および個別物理チャネル（ＤＰＣＨ）を含む物理チャネルによって、
移動端末２０と通信を行う。
【００２１】
　これらのうち、共通パイロットチャネルは、基地局１０のスクランブルコード（ＰＮコ
ード）を連続送信するチャネルであり、このチャネルは、全ての移動端末２０にブロード
キャスト送信されている。
　共通制御物理チャネルは、報知情報や、ページング信号等の制御情報、あるいは、低レ
ートのユーザデータを送信するチャネルである。
　個別物理チャネルは、各移動端末２０に１つずつ割り当てられ、ユーザデータを送受信
するチャネルである。また、個別物理チャネルには、トランスポートチャネルにおけるＤ
ＣＨ（Dedicated CHannel）が割り当てられており、さらにＤＣＨには、論理チャネルに
おけるＤＣＣＨ（Dedicated Control CHannel）およびＤＴＣＨ（Dedicated Traffic CHa
nnel）が割り当てられている。
【００２２】
　そして、基地局１０は、ＤＴＣＨを介して移動端末２０とユーザデータを送受信し、Ｄ
ＣＣＨを介して制御情報を送受信する。
　移動端末２０は、送受信部２１と、共通チャネル品質測定部２２と、ＢＥＲ（Bit Erro
r Rate）測定部２３と、制御部２４とを備えている。なお、移動端末２０は、ハードウェ
アとしてＣＰＵ（Central Processing Unit）、メインメモリ、不揮発性の記憶装置およ
び表示装置を備えており、ＣＰＵが不揮発性の記憶装置に記憶されている各種プログラム
を読み出して実行することにより、種々の機能を実現する。
【００２３】
　送受信部２１は、アンテナを介して受信した無線信号に対し、Ｗ－ＣＤＭＡに基づく周
波数変換や復調処理およびデータの分解を行い、その処理結果を制御部２４に出力すると
共に、制御部２４から入力された信号に対し、Ｗ－ＣＤＭＡに基づくデータの多重化や変
調処理および周波数変換を行い、その処理結果をアンテナを介して送信する。
　共通チャネル品質測定部２２は、基地局１０と移動端末２０との通信における共通チャ
ネル（共通パイロットチャネル）の受信品質を測定し、測定結果を制御部２４に出力する
。共通パイロットチャネルは、移動端末２０において基地局１０の時間基準を測定するた
めに用いられ、符号拡散が行われていないことから移動端末２０において容易に捕捉可能
である。
【００２４】
　ここで、共通チャネル品質測定部２２が測定する受信品質としては、例えばＲＳＣＰ（
Received Signal Code Power）、受信Ｅｃ／Ｎ０（希望信号対雑音電力比）、受信誤り率
（ＢＥＲ）あるいはＳＩＲ等とすることが可能である。
　ＢＥＲ測定部２３は、個別物理チャネルのＢＥＲを測定し、測定結果を制御部２４に出
力する。
　制御部２４は、移動端末２０全体を制御するものであり、ＢＥＲ測定部２３によって入
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力されたＢＥＲ測定結果を基に個別物理チャネルの受信ＳＩＲを測定し、その測定結果を
、非ＳｔａｎｄＡｌｏｎｅ－ＤＣＣＨ状態における送信電力制御（以下、「通常送信電力
制御」という。）のために設定されている閾値と比較する。そして、制御部２４は、測定
した受信ＳＩＲが閾値を上回っている場合、基地局１０における送信電力を設定されてい
る値だけ低下させる制御情報（ＴＰＣビット）を送信する。また、制御部２４は、測定し
た受信ＳＩＲが閾値を下回っている場合、基地局１０における送信電力を設定されている
値だけ上昇させる制御情報を送信する。
【００２５】
　さらに、制御部２４は、個別物理チャネルにおけるＤＴＣＨが設定されておらず、ＤＣ
ＣＨによる制御情報のみが送受信されているＳｔａｎｄＡｌｏｎｅ－ＤＣＣＨ状態（スタ
ンドアローン通信状態）となっているか否かを検出する。このとき、制御部２４は、基地
局１０と移動端末２０との接続手順において、無線リソース制御（ＲＲＣ）が確立した状
態であって、無線ベアラ（ＲＡＢ）が確立されていない場合に、スタンドアローン通信状
態を検出する。無線ベアラが確立されているか否かは、接続手順において基地局１０から
移動端末２０に送信される無線ベアラ設定情報（Radio Bearer Setup信号）を受信したか
否かによって判定することができる。
　なお、ＳｔａｎｄＡｌｏｎｅ－ＤＣＣＨ状態となっている場合、３ＧＰＰ　２５．２１
２Ａｎｎｅｘ－Ａに規定されているようなブラインドトランスポートフォーマット検出が
行われることがある。
【００２６】
　また、制御部２４は、後述するＳｔａｎｄＡｌｏｎｅ－ＤＣＣＨ状態用の送信電力制御
処理を実行し、共通チャネル品質測定部２２によって入力された共通チャネルの受信品質
を、共通チャネルの受信品質を用いた送信電力制御のために設定されている閾値（以下、
「共通チャネル用閾値」という。）と比較する（以下、ＳｔａｎｄＡｌｏｎｅ－ＤＣＣＨ
状態用の送信電力制御処理を「共通チャネル対応送信電力制御」という。）。そして、制
御部２４は、共通チャネルの受信品質が共通チャネル用閾値を上回っている場合、基地局
１０における送信電力を設定されている値だけ低下させる制御情報（ＴＰＣビット）を送
信する。また、制御部２４は、共通チャネルの受信品質が共通チャネル用閾値を下回って
いる場合、基地局１０における送信電力を設定されている値だけ上昇させる制御情報を送
信する。
　なお、制御部２４は、ＳｔａｎｄＡｌｏｎｅ－ＤＣＣＨ状態でない場合には、通常送信
電力制御による制御情報を基地局１０に送信し、ＳｔａｎｄＡｌｏｎｅ－ＤＣＣＨ状態で
ある場合には、共通チャネル対応送信電力制御による制御情報を基地局１０に送信する。
【００２７】
　次に、Ｗ－ＣＤＭＡ無線システム１の動作について説明する。
　図２は、制御部２４が実行する共通チャネル対応送信電力制御処理を示すフローチャー
トである。
　共通チャネル対応送信電力制御処理は、制御部２４がＳｔａｎｄＡｌｏｎｅ－ＤＣＣＨ
状態を検出することに対応して開始される。
　共通チャネル対応送信電力制御処理が開始されると、制御部２４は、目標ＳＩＲの変更
が必要であるか否かの判定、即ち、共通チャネル用閾値に対する共通チャネルの受信品質
の高さを判定する（ステップＳ１）。
【００２８】
　ステップＳ１において、目標ＳＩＲの変更が必要でない（例えば、共通チャネル用閾値
に対して共通チャネルの受信品質が一致している）と判定した場合、現在の目標ＳＩＲを
維持する（ステップＳ２）。
　一方、ステップＳ１において、目標ＳＩＲの変更が必要である（例えば、共通チャネル
用閾値より共通チャネルの受信品質が大きいあるいは小さい）と判定した場合、制御部２
４は、共通チャネル用閾値と共通チャネルの受信品質との関係に応じて現在の目標ＳＩＲ
を更新し、目標ＳＩＲを上昇あるいは低下させる（ステップＳ３）。
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【００２９】
　ステップＳ２およびステップＳ３の後、制御部２４は、ＳｔａｎｄＡｌｏｎｅ－ＤＣＣ
Ｈ状態が継続しているか否かの判定を行い（ステップＳ４）、ＳｔａｎｄＡｌｏｎｅ－Ｄ
ＣＣＨ状態が継続していると判定した場合、ステップＳ１に移行し、ＳｔａｎｄＡｌｏｎ
ｅ－ＤＣＣＨ状態が継続していないと判定した場合、共通チャネル対応送信電力制御処理
を終了する。
　このような動作により、ＳｔａｎｄＡｌｏｎｅ－ＤＣＣＨ状態でない場合には、通常送
信電力制御処理（個別物理チャネルの受信品質に基づく送信電力制御処理）が行われ、Ｓ
ｔａｎｄＡｌｏｎｅ－ＤＣＣＨ状態である場合には、共通チャネル対応送信電力制御処理
（共通チャネルの受信品質に基づく送信電力制御処理）が行われる。
【００３０】
　以上のように、本実施の形態に係るＷ－ＣＤＭＡ無線システム１は、共通チャネルの受
信品質を測定し、ＳｔａｎｄＡｌｏｎｅ－ＤＣＣＨ状態となった場合に、共通チャネルの
受信品質に応じて目標ＳＩＲを決定する共通チャネル対応送信電力制御を行う。
　したがって、ブラインドトランスポートフォーマット検出が用いられているＳｔａｎｄ
Ａｌｏｎｅ－ＤＣＣＨ状態においても、移動端末２０の受信状況に合わせた目標ＳＩＲを
設定することができ、通信状況の変化に応じて適確な送信電力制御を行うことが可能とな
る。
　また、本実施の形態のように共通パイロトチャネルを用いることで、共通パイロットチ
ャネルには符号拡散が行われていないことから、移動端末２０において容易に捕捉可能で
あるため、受信品質を判定するための適切な基準とすることができる。
【００３１】
（応用例１）
　上記実施の形態においては、共通チャネルの受信品質を測定し、各タイミングにおける
受信品質に基づいて目標ＳＩＲを決定することとして説明したが、制御部２４にＳｔａｎ
ｄＡｌｏｎｅ－ＤＣＣＨ状態となったとき（即ち、ＤＴＣＨが設定されていない状態とな
った時点）の共通チャネルの受信品質を記憶する共通チャネル受信品質記憶部を備え、制
御部２４が、共通チャネル品質測定部２２によって入力された共通チャネルの受信品質と
、共通チャネル受信品質記憶部に記憶された受信品質とを比較することにより、その差分
の大きさに応じて目標ＳＩＲを決定することが可能である。
　これにより、通信状況の変化をより適確に反映して送信電力制御を行うことができる。
【００３２】
（応用例２）
　制御部２４において、共通チャネルの受信品質に基づいて目標ＳＩＲを更新する方法と
して、ＣＰＩＣＨのＥｃ／Ｎ０、パスロス、および、個別チャネル（ＤＣＨ）の受信ＲＳ
ＣＰ、ＳＦを考慮し、ＤＣＣＨの受信ＳＩＲを推定することによって、目標ＳＩＲとの乖
離を判定し、乖離が大きい場合には目標ＳＩＲを変更し、乖離が小さい場合には目標ＳＩ
Ｒを維持するものとできる。ＤＣＣＨの受信ＳＩＲを推定する方法としては、論理的に換
算する方法や、実験値あるいは経験値に基づいて推定する方法を用いることが可能である
。
【００３３】
　具体的には、共通チャネルの受信品質を判定する方法として、以下の例のような方法を
用いることができる。
　Ｔ秒前のＥｃ／Ｎ０に対して個別チャネルの現在のＥｃ／Ｎ０が＋１ｄＢから＋２ｄＢ
である場合、目標ＳＩＲを－１ｄＢする。
　Ｔ秒前のＥｃ／Ｎ０に対して個別チャネルの現在のＥｃ／Ｎ０が－１ｄＢから－２ｄＢ
である場合、目標ＳＩＲを＋１ｄＢする。
　Ｔ秒前のＥｃ／Ｎ０に対して個別チャネルの現在のＥｃ／Ｎ０が－２ｄＢから－３ｄＢ
である場合、目標ＳＩＲを＋２ｄＢする。
　Ｔ秒前のＥｃ／Ｎ０に対して個別チャネルの現在のＥｃ／Ｎ０が－１ｄＢから＋１ｄＢ
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持する。
【００３４】
　また、以下のような方法とすることができる。
　個別チャネルの現在のＥｃ／Ｎ０が－２ｄＢから０ｄＢである場合、目標ＳＩＲを－１
ｄＢする。
　個別チャネルの現在のＥｃ／Ｎ０が－８ｄＢから－１０ｄＢである場合、目標ＳＩＲを
＋１ｄＢする。
　個別チャネルの現在のＥｃ／Ｎ０が－１０ｄＢから－１２ｄＢである場合、目標ＳＩＲ
を＋２ｄＢする。
【００３５】
　さらに、以下のような方法とすることができる。
　Ｔ秒前のＥｃ／Ｎ０に対して個別チャネルの現在のＥｃ／Ｎ０が＋１ｄＢから＋２ｄＢ
かつＴ秒前のパスロスに対して現在のパスロスが－１ｄＢから－３ｄＢである場合、目標
ＳＩＲを－１ｄＢする。
　Ｔ秒前のＥｃ／Ｎ０に対して個別チャネルの現在のＥｃ／Ｎ０が－１ｄＢから－２ｄＢ
かつＴ秒前のパスロスに対して現在のパスロスが＋１ｄＢから＋３ｄＢである場合、目標
ＳＩＲを＋１ｄＢする。
　Ｔ秒前のＥｃ／Ｎ０に対して個別チャネルの現在のＥｃ／Ｎ０が－２ｄＢから－３ｄＢ
かつＴ秒前のパスロスに対して現在のパスロスが＋３ｄＢから＋６ｄＢである場合、目標
ＳＩＲを＋２ｄＢする。
【図面の簡単な説明】
【００３６】
【図１】本発明に係るＷ－ＣＤＭＡ無線システム１における基地局および移動端末を示す
概略図である。
【図２】制御部２４が実行するＳｔａｎｄＡｌｏｎｅ－ＤＣＣＨ状態用の送信電力制御処
理を示すフローチャートである。
【図３】２重ループ構造の閉ループトランスミッションパワーコントロールの概念を示す
模式図である。
【符号の説明】
【００３７】
１　Ｗ－ＣＤＭＡ無線システム、１０　基地局、２０　移動端末、２１　送受信部、２２
　共通チャネル品質測定部、２３　ＢＥＲ測定部、２４　制御部
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